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名古屋税関業務部 首席原産地調査官
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ＥＰＡの利用、原産地規則や原産地手続きに関する
Ｗｅｂ相談 を開始します。

税関

Solution(利便性の向上)

Multiple-Access
(パートナーシップ強化)

Safety(非接触)

Ｑ．輸入/輸出する貨物がＥＰＡ税率を適用できる原産品となるのでしょうか？

Ｑ．輸入/輸出する際に自己申告書を作成したいのですが、どのように作成すれ
ばよいでしょうか？

Ｑ．相手国からの事後確認に備え、どのような書類を備えておけばよいでしょう
か？

まずは、以下についてメールまたは電話でお伝えください。
（１）ご連絡先（お名前、会社名、お電話番号等）
（２）相談したい内容の概要
（３）Web 相談希望日時
税関が主催するWeb会議システム（Cisco Webex Meetings）
を使用いたします。

※Webexの利用手順については別紙をご参照ください。

相談事例

輸出入者

通関業者税関

http://www.customs.go.jp/nagoya/osirase/EPA_online_besshi.pdf

